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ポリテクセンター静岡 



１ ポリテクセンター静岡とは 
・厚生労働省が所管する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
（以下「機構」という。）が運営する職業能力開発施設 

・静岡市駿河区登呂に所在。 

・ポリテクセンターは、全国に６１カ所設置。 

・求職者（６ヶ月間）や在職者（能力開発セミナー／2～3日間）を対象と
した短期間の職業訓練を実施。 

・平成29年4月、中小企業等の生産性向上に向けた人材育成を支援すること
を目的とした「生産性向上人材育成支援センター」を開設。 

・浜松市南区法枝町には、機構が設立した浜松職業能力開発短期大学校
（ポリテクカレッジ浜松）が所在。 

 主に、高校卒業者を対象とした２年間の職業訓練 

 及び在職者訓練（能力開発セミナー）を実施。 

 

 



２ 生産性向上人材育成支援センター 

・個別企業や事業主団体の生産性を向上させるための在職者向け
オーダーメイド型職業訓練 

・1名からでも受講できる公募型訓練も実施予定（H30.4月から） 

・生産性向上に必要な生産管理、品質管理、原価管理、 

 IoT、マーケティング等、問題解決や現場力強化につな 

 がる様々なモデルカリキュラム（47種類）を用意。 

・カリキュラムは、課題に応じてカスタマイズすること 

 が可能 

（１）生産性向上支援訓練 
  イ 特色① 

生産性向上支援訓練パンフレット 



（１）生産性向上支援訓練 
  ロ 特色② 

・訓練日程や会場は、企業の要望に合わせて設定。 

・講師は、当センターから民間研修機関に委託して実施。 

・訓練時間は標準12時間（H30.4月から標準６時間に改正予定） 

・受講料は、１人あたり5,400円～6,480円（税込） 

・さらに訓練を受講させた事業主には、人材開発支援助成金（※）
（静岡労働局が主管）の活用が可能。 

               ※助成金の受給には一定の要件あり。 

 



（１）生産性向上支援訓練 
  ハ 導入事例 

 ・A社（製造業） 

・事業内容：自動車部品製造 

・従業員数：約200名 

・課題：これまで生産ラインの教育はOJT中心であったが、担当者 

    が異動すると業務のやり方が変わるなど、標準化されていない。 

・実施コース：生産計画と工程管理 

・時間、場所：12時間。土曜日の2日間にわたり自社会議室において実施。 

   

 



２ 生産性向上人材育成支援センター 
 （２）能力開発セミナー 
   イ 特色 

 

 

・機械・電気・建築などの“ものづくり分野”を中心とした在職者向け
の職業訓練 

・原則として公募型訓練であるが、まとまった受講人数が見込まれ
る場合は、オーダーメイド型訓練の実施も可能。 

・会場は、ポリテクセンター静岡（静岡市駿河区登呂） 

・訓練時間は、12時間以上 

・受講料は、1人あたり7,000円～25,000円（税込） 

・訓練を受講させた事業主には、人材開発支援助成金（※） 

 の活用が可能。※助成金の受給には一定の要件あり。 

 

 

能力開発セミナー 

パンフレット 



（３）生産性向上支援 訓練と能力開発セミナーの比較 

生産性向上支援訓練 能力開発セミナー 

対象分野 
生産管理、品質管理、物流、IoT、目組織
マネジメント、マーケティング等 

機械、金属、電気、電子、建築等 

受講者 
企業ニーズに応じたオーダーメイド型訓練 

（4月から公募型訓練開始予定） 

公募型訓練 
受講人数によってはオーダーメイド型訓
練の設定も可能。 

講師 民間研修機関 当センター職業訓練指導員等 

場所 
自社の会議室等、受講企業の要望に応じて
設定 

原則として当センター 
オーダーメイド型訓練については出張セ
ミナーも可能 

受講料 5,400～6,480円（税込） 7,000円～25,000円（税込） 

助成金 人材開発支援助成金の活用が可能 

２ 生産性向上人材育成支援センター 



（４）職業訓練指導員の派遣 
・「研修を行いたいが講師を担う人材がいない」といった課題を抱える
企業に対してポリテクセンターの職業訓練指導員を派遣。 

・ 機械・金属・電気・電子・建築分野において対応可能。 

  

 
（５）当センター施設・設備の貸出 
・「研修を行いたいが場所がない」、「生産ラインを止められないので
機器を使えない」といった課題を抱える企業に対して、ポリテクセン
ターの研修場所や機器を安価な料金で貸し出し。 

  

 

２ 生産性向上人材育成支援センター 



（６）人手不足に悩む企業への支援（離職者訓練受講生への求人） 

・再就職を目指す求職者を対象に、機械・電気・居住系に関する公共職業
訓練（標準６ヶ月間）を実施。 

・受講生の求職情報を集約した冊子「求職者情報」を定期的に発行し、県
内企業に対して配布。 

求職者情報（抜粋） 対象訓練科 



３ 高齢・障害者雇用支援 
 （１）高齢者雇用支援 

 

 アドバイザーが企業を訪問し、高齢者雇用に関する法改正
等の情報、企業事例の提供や人事ご担当者様の相談に応じ
ます。（２時間程度/１回、無料） 

・人事管理制度の整備 

・賃金、退職金制度 

・職場改善・職域開発 

・健康管理     等々 

 

65歳超継続雇用促進コース 

65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対
象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施
する事業主の皆様を助成します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

高年齢者雇用環境整備支援コース 

機械設備、作業方法、環境の改善等もしくは、高年齢者のための
雇用管理制度や健康管理制度の見直し、導入等雇用環境整備を実
施する事業主の皆様を助成します。 

高年齢者無期雇用転換コース 

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換し
た事業主の皆様を助成します。 

高年齢者雇用アドバイザーによる相談・助言（無料コン
サルティング） 

65歳超雇用推進助成金による制度導入支援 

◆支援メニュー◆ 
 高齢者を活用する上での課題を見つけ出す企業診断シス

テム（無料） 

 具体的な改善案を作成し提案する企画立案サービス（有

料） 

 高齢従業員のための研修サービス（有料） 

労働力不足が見込まれる
中、高齢者に活躍しても
らって、企業活性化を図
りませんか？アドバイ
ザーがお手伝いします。 



（２）障害者雇用支援 
 

 

常時雇用している労働者の数が100人を超える事業主（※）は障害者
雇用納付金の申告が必要です。そのうち、法定雇用率未達成の事業主
は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて障害者雇用納付金
の納付が必要です。 

障害者雇用納付金等の申告・申請受付 障害者雇用に関する事業主の皆様への支援 

     平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります。 留意点 

     平成33年4月までには、さらに0.1％引き上げとなります。 留意点 

平成30年4月から3年を経過するより前に、民間企業の法定雇用率は
2.3％になります。具体的な次回の引き上げ時期は、今後、労働政策審議
会において議論されます。 

法定雇用率2.2％にて申告・申請するのは、平成31年４月からとなります。 

障害者雇用納付金制度に基づく助成金 

障害者雇用納付金制度に基づく助成金（以下「助成金」）は、障害
者雇用納付金を財源とし、事業主等が雇用する障害者個々の障害特
性から生じる就業上の課題を解決するため、施設・設備の整備や適
切な雇用管理等特別な措置を行なう場合に、その費用の一部を助成
します。 

≪障害者職業生活相談員資格認定講習の開催≫ 
 
 障害者を5人以上雇用する事業所については、「障害者の雇用の促進等に
関する法律」により、障害者職業生活相談員を選任することが義務づけられ
ています。 
【開催日】  
平成29年10月19日（木）・20（金） 沼津市民文化センター 
平成29年11月16日（木）・17（金） ポリテクカレッジ浜松 
平成30年  １月18日（木）・19（金） ポリテクセンター静岡 

 
≪障害者雇用事例及び各種資料の提供≫ 

≪障害者雇用優良事業所等の表彰≫  
【開催日】   「静岡県障害者雇用促進大会｣ 
平成29年９月11日（月） 静岡商工会議所  
 
 
≪静岡アビリンピック（障害者技能競技大会）の開催≫ 
 
 障害者の方々が日ごろ職場等で培った技能を互いに競い合うことにより、
その職業能力の向上を図るとともに、企業や社会一般の人々が障害者の方々
に対する理解と認識を深め、その雇用の促進を図ることを目的として、地方
アビリンピック（障害者技能競技大会）を開催しています。 

静岡障害者技能競技大会 

会場：清水テルサ・静岡市清水文化会館（マリナート） 
平成３０年７月７日（土）９：３０～１７：００ 

―   アビリンピック2018－ 



 

 以下サイトをご覧ください。 

  ○高齢・障害者雇用支援以外 

  に関すること（①,②,③） 

 

 

 

 

  ○高齢・障害者雇用支援に関すること（④） 

 

○お問い合わせ 
 ①生産性向上支援訓練に関すること 

  生産性向上支援担当：TEL 054-285-7153 

 

 ②能力開発セミナー、職業訓練指導員の 

  派遣、施設設備貸出 

  訓練課受講者第一係：TEL 054-285-7184、7186 

 

 ③離職者訓練受講生への求人に関すること 

  訓練課キャリア支援室：TEL 054-285-7690 

 

 ④高齢・障害者雇用支援に関すること 

  高齢・障害者業務課：TEL 054-280-3622 

 

 

 

○ホームページ 

http://www.jeed.or.jp/ 雇用支援機構 静岡 

http://www.jeed.or.jp/location/shibu/shizuoka/ 


